
広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業補助金（呉市）　手続きの流れ

補助申請者 呉市住宅政策課
（申請受付・交付決定等）

広島県が実施する「片道交通費支援制

度」の調査計画書をひろしま暮らしサ

ポートセンターへ申請してください。

(2) 実績報告書の提出
宿泊した最終日から４０日以内又

は３月末日のいずれか早い日まで

に，必ず提出してください。

(3) 交付請求書の提出
交付額確定通知の通知日から３0

日以内に請求してください。

交付申請書受理

審 査

(1) 交付申請に必要な書類

・【様式第１号】交付申請書

・【様式第２号】誓約書

・【様式第３号】実施計画書

・補助対象者の本人確認書類

（運転免許証等）

・重要事項確認書

補助金の受領

(2) 実績報告に必要な書類

・【様式第６号】実績報告書

・宿泊施設の領収書

の写し（内訳のわかるもの）

・【様式第７号】完了報告書

交付決定通知書

の送付

訪問・宿泊

実績報告書受理

審 査

交付額確定通知書

の送付

交付請求書受理

補助金の振込

(3) 交付請求に必要な書類

・【様式第９号】交付請求書

・振込口座がわかる通帳の写し

(問い合わせ先) 呉市 住宅政策課 ☎0823-25-3394
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

http://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/

注意事項

【補助対象経費】

・ホテル等の宿泊費
（食事付プランの夕朝食代を含む）

【事前協議】

・呉市住宅政策課へ事前にご連

絡ください。訪問日程につい

て，打ち合わせが必要です。

ひろしま暮らしサポート

センターで片道交通費支

援制度の相談

広島中央地域連携中枢都市圏とは

呉市，竹原市，東広島市，江田

島市，海田町，熊野町，坂町，

大崎上島町の４市４町のことを

言います。

ただし，当該助成事業を実施し

ない市町での視察・宿泊は補助

の対象となりません。

(1) 交付申請書の提出
宿泊施設利用開始日の３０日前ま

でに，必ず提出してください。


